
潦広報くろしお  №100　2014（平成26）年7月号

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
地
域
の
住
環
境
改
善
の
た
め
、
老
朽

化
し
危
険
な
空
き
家
の
除
去
を
行
う
方

に
対
し
、
除
去
費
を
一
部
補
助
し
ま
す
。

◆
対
象
住
宅

・
町
内
に
あ
る
個
人
住
宅
で
あ
る
こ
と

・
空
き
家（
１
年
以
上
使
用
し
て
い
る

方
が
い
な
い
）で
あ
る
こ
と

・
木
造
で
あ
る
こ
と

・
賃
借
権
が
な
い
こ
と（
土
地
含
む
）

・
住
宅
の
老
朽
度
が
一
定
の
条
件
を
満

た
す
こ
と（
築
後

３０
年
経
過
な
ど
）

・
倒
壊
や
火
災
に
よ
り
周
囲
の
住
宅
や

通
路
に
被
害
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る

住
宅
で
あ
る
こ
と

◆
申
請
者

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
で
町
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と

①
 

登
記
簿
上
の
所
有
者

②
 

①
の
方
の
相
続
人
代
表
者

③
 

①
・
②
の
方
か
ら
住
宅
の
除
去
に

つ
い
て
委
任
を
受
け
た
方

◆
対
象
工
事

次
の
①
〜
③
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

工
事
が
対
象

①
建
設
業
の
許
可
な
ど
を
受
け
た
業
者

に
負
わ
せ
る
除
去
工
事
で
あ
る
こ
と

②
住
宅
す
べ
て
を
除
去
す
る
除
去
工
事

で
あ
る
こ
と（
住
宅
に
は
、
居
間
・

寝
室
が
あ
り
、
台
所
・
風
呂
・
便
所

を
備
え
て
い
る
こ
と
）

③
他
の
制
度
な
ど
に
よ
り
補
助
金
の
交

付
や
補
償
な
ど
を
受
け
な
い
除
去
工

事
で
あ
る
こ
と（
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
除

去
工
事
は
対
象
外
）

◆
補
助
金
額

１
０
０
万
円
を
上
限
と
し
、
除
去
工
事

費
の

１０
分
の
８
を
補
助
し
ま
す
。

◆
受
付
期
間

７
月

１５
日（
火
）〜
８
月

２９
日（
金
）

◆
結
果
通
知

９
月

３０
日（
火
）ま
で
に
審
査
の
結
果（
交

付
、
不
交
付
）を
通
知
し
ま
す
。

◆
注
意
事
項

・
本
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
前
に
、

工
事
の
契
約
ま
た
は
工
事
に
着
手
し

た
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

・
本
補
助
金
の
受
け
取
り
に
は
、
工
事

費
の
領
収
書
な
ど
が
必
要
で
す
。

・
住
宅
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住

宅
用
地
特
例
が
適
用
さ
れ
な
く
な
る

た
め
、
翌
年
度
よ
り
土
地
の
税
額
が

増
額
に
な
る
場
合
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

ま
ち
づ
く
り
課

　
ま
ち
づ
く
り
係

蕁
４
３
―
２
１
１
５（
課
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

建
設
課 

土
木
係

蕁
５
５
―
３
７
０
０（
課
直
通
）

　
被
災
宅
地
危
険
度
判
定
と
は
、
大
規

模
な
地
震
や
大
雨
な
ど
の
た
め
に
、
宅

地
が
大
規
模
で
広
範
囲
に
災
害
を
受
け

た
場
合
に
、
宅
地
の
被
害
状
況
を
迅
速

か
つ
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
住

民
へ
情
報
を
提
供
し
、
二
次
災
害
の
軽

減
・
防
止
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
宅
地
の
危
険
度
判
定
は
、
市
町
村
災

害
対
策
本
部
の
下
に
設
置
さ
れ
る
被
災

宅
地
危
険
度
判
定
実
施
本
部
が
行
い
ま

す
。
そ
の
結
果
は
、
危
険
度
に
応
じ
３

つ
に
区
分
さ
れ
、
下
記
の
ス
テ
ッ
カ
ー

を
現
地
の
見
や
す
い
場
所
に
貼
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
当
該
宅
地
の
所
有
者
だ
け

で
な
く
近
隣
住
民
、
付
近
を
通
行
す
る

方
に
も
注
意
を
呼
び
か
け
ま
す
。

　
制
度
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

ま
ち
づ
く
り
課 

都
市
計
画
係

蕁
４
３
―
２
１
１
５（
課
直
通
）

老
朽
住
宅
除
去
事
業

補
助
金
の
申
請
を
募
集
し
ま
す

被
災
宅
地
危
険
度
判
定
に
つ
い
て

危険宅地

（赤）

この宅地に入ることは危
険です。

要注意宅地
この宅地に入る場合は十
分に注意してください。

調査済宅地

（黄） （青）

この宅地の被災程度は小
さいと考えられます。


